
２．標準的な避難計画の記載事例

避難計画策定の取組み事例集



避難計画の記載事例について（第２版）

第１章 計画の基本的事項の検討

１．火山現象と対象地域

２．噴火シナリオと避難計画

３．避難の基本的な方針

第２章 事前対策

１．防災体制の構築

２．情報伝達体制の構築

３．避難のための事前対策

４．救助体制の構築

５．避難促進施設

６．合同会議等

「手引き」で示されている避難計画に定めるべき事項

第３章 噴火時等の対応（緊急フェーズ）

１．噴火警戒レベルが事前に引き上げられた

場合の避難対応

２．事前に噴火警戒レベルが引き上げられない

まま噴火に至った場合の避難対応

３．広域一時滞在等

４．救助活動

５．災害対策基本法に基づく警戒区域

６．報道機関への対応

第４章 緊急フェーズ後の対応

１．避難の長期化に備えた対策

２．風評被害対策

３．避難指示等解除、一時立入等の対応

第５章 平常時からの防災啓発と訓練

１．防災啓発と学校での防災教育

２．防災訓練

●本資料は「噴火時等の実践的で具体的な避難計画策定の手引き（第２版）」（以下、「手引

き」という）において、定めるべきとされている事項を、どのように避難計画に記載するかの

参考となるよう、各火山地域の避難計画の記載内容を、収集・整理したものである。
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複数の避難手段を活用した避難経路の設定

第２章 事前対策

３．避難のための事前対策

（４）避難経路の設定

避難対象地域から避難するために、移動・交通手段の途絶も考慮して、複数の避難経路を設定しておくことも

重要である。

恵山（恵山火山防災協議会）のケース

事例のポイント

検討における着目点

着目点についての記載箇所の解説

⇒避難路・避難経路

【Ｂ】避難ができなくなった

人たちの避難経路として、

船舶での輸送を活用した

避難経路を設定している。

20

避難ができなくなった人

たちの避難手段として、

船舶での輸送を活用した

避難経路を設定している。

陸路での避難以外を

想定した避難手段およ

び輸送の拠点を図示、

一覧にて整理している。

陸路以外での避難を

想定した避難手段及

び輸送の拠点を図示、

一覧にて整理している。

※小規模な噴火

や火山泥流を

想定

※火砕流

を想定

「手引きにおける避難計画に記載すべき事項」
登山 居住

記載事例のページ構成

記載事例として収集した避難計画等

※避難計画の一部抜粋を掲載しているため、計画全体の流れ

は計画本体で確認ください。計画本体は各火山防災協議会

又は地方公共団体のＨＰを参照。

火山避難計画の

記載事例

2

記載事例が該当する

「手引き」の記載すべき

事項（計画編の目次）

記載事例につい

て、検討の背景や、

着目点に対する

考え方の解説

記載事例の内容

について、検討

におけるポイント

を解説

避難計画の記載

を検討する際に、

着目すべき点

活動火山対策特別措置

法第６条第１項で市町村

地域防災計画に定める

べきとされている第１、２、

３、４、６号のうち、記載事

例が該当する項目

・警報等の伝達等

・避難のための措置

・避難施設・避難場所

・避難路・避難経路

・避難訓練の実施

・救助

避難計画の記載にあたっては、記載事例を参考に、各火山地域の

特性や実情に合わせて整理することが重要

2

記載事例の内容

について、登山者

向けの内容なのか

居住者向けの内

容なのかを示す
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法第６条第１項の該当項目 記載事例の内容 掲載ページ※

警報等の伝達等

火山に関する情報の収集と整理、協議会構成機関における情報伝達・共有 11

住民、登山者等への情報伝達と手段、異常現象等の報告 12, 13

火口周辺規制・入山規制の伝達内容文案 29

避難のための措置

避難の基本的な方針 7

噴火警戒レベルと防災対応の整理、広域一時滞在等の体制の構築 9, 10

避難指示等の発令基準、避難手段の確保 14, 23

噴火警戒レベルが事前に引上げられた場合の避難対応 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

事前に噴火警戒レベルが引き上げられないまま噴火に至った場合の避難対応 37, 38 39, 40

広域一時滞在等の判断・実施、避難手段の確保 41

避難指示等解除、一時立入等の対応 47

避難施設・避難場所

指定緊急避難場所の指定、指定避難所の指定 15, 16

避難所等の開設 40

広域一時滞在等の受入準備 42

避難路・避難経路 避難経路の設定 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

避難訓練の実施 防災訓練 49

救助

救助に関する情報共有体制、救助に関する資機材等、医療体制 24, 25

住民等の救助活動、登山者等の救助活動 43, 44

孤立者の救助 31

その他

火山現象と対象地域 4, 5

噴火シナリオと避難計画 6

都道府県及び市町村等の防災体制、協議会の構成機関の体制 8, 28

避難促進施設の指定、避難確保計画作成の支援 26

合同会議等 27

避難の長期化に備えた対策 45

風評被害対策 46

防災啓発と学校での防災教育 48

市町村地域防災計画における避難計画記載方法 50, 51

記載事例の内容と掲載ページ

※掲載ページの主な内容：登山者等向け・居住者等向け・共通



想定される火山現象ごとに、噴火による影響が及ぶおそれのある範囲や被害等を把握することが重要である。

第１章 計画の基本的事項の検討

事例No.■■ （白山（石川県・岐阜県））

１．火山現象と対象地域

（１）火山ハザードマップ

（２）計画の対象となる火山現象

秋田駒ヶ岳（秋田駒ヶ岳火山防災協議会）のケース

事例のポイント

検討における着目点

着目点についての記載箇所の解説

「手引きにおける避難計画に記載すべき事項」

【Ａ】火山現象の影響が及ぶおそれのある範囲の明確化

【Ｂ】計画の対象となる現象の明確化と補足

【Ｂ】火山ハザードマップに記

載された火山現象等の特徴

に加え、想定外の状況時に

起こり得る内容についても

説明を記載している。

【Ａ】避難計画検討の基本となる

火山ハザードマップを示し、想定

する噴火現象や影響範囲等の認

識について共有している。
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火山ハザードマップ及び噴火警戒レベルを基に、規制範囲を明確にすることが重要である。また、避難計画の基

本要素となる、 「どこから誰が」にあたる避難対象地域と避難対象者を明確にすることが重要である。

【Ａ】火口周辺規制及び入山規制範囲の明確化

【Ｂ】避難対象地域・避難対象者の明確化

第１章 計画の基本的事項の検討

事例No

１．火山現象と対象地域

（３）火口周辺規制及び入山規制の範囲

（４）避難対象者と避難対象地域

雌阿寒岳（雌阿寒岳火山防災協議会）のケース

事例のポイント

検討における着目点

着目点についての記載箇所の解説

【Ｂ】火山ハザードマップで想定さ

れている噴火現象や噴火警戒レ

ベルにおける規制範囲から、避難

対象となる地域を設定している。

【Ａ】火山ハザードマップ等を基に設定され

た規制範囲を明確にしている（運用済みの

火山は噴火警戒レベルも参照）。

噴火警戒レベル３の規制範囲
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「手引きにおける避難計画に記載すべき事項」
登山 居住



噴火に備えた防災対策を検討するための前提として噴火シナリオを明確にすることが重要である。また、噴火シ

ナリオを基に火山活動の推移を場合分けし、必要となる避難計画を具体化することが重要である。

【Ａ】噴火に伴う現象と影響の推移の明確化

【Ｂ】火山活動の推移に伴う避難計画の必要性の整理

第１章 計画の基本的事項の検討

２．噴火シナリオと避難計画

（１）噴火シナリオ

（２）噴火に至るまでの火山活動の推移に応じた避難計画の検討

事例のポイント

検討における着目点「手引きにおける避難計画に記載すべき事項」

【Ｂ】火山活動の推移

を整理し、推移に応

じた避難計画の必要

性を明確にしている。

着目点についての記載箇所の解説

【Ａ-１】火山活動の推移や噴火に至るまでの状況について、

協議会で整理した前提条件を明記している。

雌阿寒岳（雌阿寒岳火山防災協議会）、秋田駒ヶ岳（秋田駒ヶ岳火山防災協議会）のケース

雌阿寒岳火山防災計画（平成29年5月：雌阿寒岳火山防災協議会）

秋田駒ヶ岳の避難計画（平成27年12月：秋田駒ヶ岳・秋田焼山火山防災協議会）

秋田駒ヶ岳の避難計画（平成27年12月：秋田駒ヶ岳・秋田焼山火山防災協議会）

【Ａ-２】噴火シナリオを時系列として一覧整理している例
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登山 居住



住民・登山者等の属性に応じて避難の基本的な方針、考え方を明確にすることが重要である。

住民、登山者等の避難の基本的な方針の明確化

第１章 計画の基本的事項の検討

事例No.■■ （白山（石川県・岐阜県））

３．避難の基本的な方針

事例のポイント

検討における着目点

着目点についての記載箇所の解説

御嶽山（御嶽山火山防災協議会）のケース、雲仙岳（雲仙岳火山防災協議会）のケース

⇒避難のための措置
7

御嶽山火山防災計画（平成28年3月：御嶽山火山防災協議会） 雲仙岳火山防災計画（平成30年2月：雲仙岳火山防災協議会）

住民や登山者等の避難対象者に

分けて、それぞれに必要な避難の

考え方を示している。

低地を流れやすい火山現象について、地形特性によって被害を増

大させる避難経路（谷や川沿い）は避ける対応を明確にしている。

火口周辺で身を隠せる場所を明示した地図を活用し、登山者自身

による身の安全確保に努めることとしている。

住民、登山者等に避難が必要となる状況について

整理し、避難行動のとり方や避難方法について明

記している。

「手引きにおける避難計画に記載すべき事項」
登山 居住



【Ａ】関係機関の防災体制の明確化

【Ｂ】関係機関の役割の明確化

第２章 事前対策

事例No.■■ （白山（石川県・岐阜県））

１．防災体制の構築

（１）都道府県及び市町村等の防災体制

（２）協議会の構成機関の役割

各関係機関との連携を高めるため、噴火警戒レベル等に

応じた各機関の防災体制や役割を共有することが重要である。

【Ａ】火山防災協議会を構成

する地方公共団体（関係機

関）の防災体制と職員の配備

体制を噴火警戒レベルごとに

明記している。

【Ｂ】協議会を構成する地方公

共団体（関係機関）の役割と具

体的な防災対応を項目として

整理している。

白山（石川県白山市・岐阜県白川村）のケース

事例のポイント

検討における着目点

着目点についての記載箇所の解説
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「手引きにおける避難計画に記載すべき事項」

登山 居住



【Ａ】噴火警戒レベルごとの防災対応の明確化

【Ｂ】防災対応を実施する位置の明確化

第２章 事前対策

事例No.■■ （白山（石川県・岐阜県））

１．防災体制の構築

（３）噴火警戒レベルと防災対応の整理

噴火警戒レベルに応じた防災対応を整理し、関係機関が連携して行動しやすいよう示すことが重要である。

検討における着目点

着目点についての記載箇所の解説

御嶽山（御嶽山火山防災協議会）のケース

事例のポイント

【Ｂ】左表の登山道立入禁止

区間や規制位置を分かりや

すく図示している（色分け、

規制地点名称など）。

【Ａ】登山道規制

など噴火警戒レ

ベルに応じた防

災対応を記載し

ている。レベル３

ではレベル２の

内容も包含した

表示としている。

（例えば、レベル１→

３上昇時にレベル２

で行う防災対応の

見落としを防ぐこと

ができる。）

⇒避難のための措置
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「手引きにおける避難計画に記載すべき事項」
登山



事例のポイント

広域一時滞在等実施に向けた避難対象者の

受入れと輸送手段の明確化

１．防災体制の構築

（４）広域一時滞在等の体制構築

検討における着目点

広域一時滞在等における避難先（市町村、もしくは避難所等）を明確にしておくとともに、広域一時滞在等の判

断基準や避難経路、輸送手段の確保体制、輸送方法等について定めておくことが重要である。

着目点についての記載箇所の解説

都道府県境を超える広域一時滞在等を想定し、

山梨県・静岡県・神奈川県の三県が協力して

避難者を受入れることについて明記している。

避難先の選定とともに、広域一時滞在等をす

る者の輸送手段の確保について、火山活動に

合わせた対応事項を明記している。

⇒避難のための措置

10

「手引きにおける避難計画に記載すべき事項」

第２章 事前対策
富士山（富士山火山防災対策協議会）のケース

居住



【Ａ】発表される火山に関する情報の明確化

【Ｂ】情報伝達・共有体制の明確化

第２章 事前対策

事例No.■■ （白山（石川県・岐阜県））

２．情報伝達体制の構築

（１）火山に関する情報の収集と整理

（２）協議会構成機関における情報伝達・共有

防災対応実施の判断基準となる火山情報について、情報の意味

や発信元、発表されるタイミング、収集方法等を整理する。

また、構成機関相互の情報伝達・共有体制を定めておくことが重

要である。

【Ａ】発表される火山に

関する情報に基づき防

災対応を実施すること

ができるよう、情報の

発表されるタイミング、

情報の意味や伝達方

法を明記している。

【Ｂ】協議会構成機

関が整合のとれた防

災対応を実施するた

めに、情報伝達・共

有体制を系統図とし

て整理している。

事例のポイント

検討における着目点

着目点についての記載箇所の解説

新潟焼山（新潟焼山火山防災協議会）のケース

⇒警報等の伝達等

【Ｂ】協議会構成機

関が整合のとれた

防災対応を実施す

ることができるよう、

情報伝達・共有体制

を系統図として整理

している。
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「手引きにおける避難計画に記載すべき事項」
登山 居住



事例のポイント

情報伝達体制の整備状況と周知体制の構築

第２章 事前対策

雌阿寒岳（北海道）

２．情報伝達体制の構築

（３）住民、登山者等への情報伝達と手段

検討における着目点

避難対象地域の住民や登山者等に対して、避難に関わる情報を、迅速かつ確実に周知できるように多様な

手段による情報伝達方法及び伝達内容を定めておくことが重要である。

着目点についての記載箇所の解説

情報伝達の多様性を確保している。中

でも、異常や危険性を（国籍を問わず）

覚知できる信号（警鐘、サイレン、回転

灯）を位置づけている。

観光地内での外国人観光客

等への情報伝達として、日本

語のほか、外国語での周知を

考慮している。

雌阿寒岳（雌阿寒岳火山防災協議会）のケース

⇒警報等の伝達等
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「手引きにおける避難計画に記載すべき事項」
登山 居住



協議会構成機関、避難促進施設等との間での情報連絡系統の確保、情報

伝達に関する協力体制を構築しておくことが重要である。

【Ａ】住民・登山者等への情報伝達体制の整備

【Ｂ】情報伝達に関する協力体制の構築

第２章 事前対策

事例No.■■ （白山（石川県・岐阜県））

２．情報伝達体制の構築

（３）住民、登山者等への情報伝達と手段

（４）異常現象等の報告等

【Ｂ】火山に関する

情報から避難を呼

びかける際の協力

要請先や周知方法

を明確にしている。

【Ａ-２】異常現象の状況を踏

まえ、協議会にて速やかに

対応を協議できるよう、情報

の共有体制を整理している。

事例のポイント

検討における着目点

着目点についての記載箇所の解説

白山（石川県白山市・岐阜県白川村）のケース

⇒警報等の伝達等

13

【Ａ-１】火山に関する情報等の伝

達手段として緊急速報メールを活

用している。また、迅速に対応で

きるよう配信例文を整理している。

「手引きにおける避難計画に記載すべき事項」
登山 居住



住民等や登山者等への避難指示等の発令基準

第２章 事前対策

事例No.■■ （新潟焼山（新潟県））

３．避難のための事前対策

（１）噴火警戒レベルと避難指示等の発令基準

規制等の実施の基準、避難指示等発令の基準を事前に明確に定めておくとともに、情報伝達体制も明確にし

ておくことが重要である。

【Ａ】市町村が住民・登山者等の避難を確実

に実施するために、入山規制や避難情報の

発令基準について明示している。

新潟焼山（新潟焼山火山防災協議会）、白山（石川県白山市・岐阜県白川村）のケース

事例のポイント

検討における着目点

着目点についての記載箇所の解説

⇒避難のための措置

新潟焼山の噴火活動が活発化した場合の避難計画（平成27年3月：新潟焼山火山防災協議会）

白山の火山活動が活発化した場合の避難計画（平成29年3月：石川県白山市・岐阜県白川村）

14

住民・登山者の避難に関して、噴火警戒レベ

ルおよび避難勧告・指示等に応じた対応方法

を明記している。

住民・登山者の避難に関して、噴火警戒レベ

ル及び避難指示等に応じた対応方法を明記

している。

市町村が住民・登山者等の避難を確実に図

れるよう、入山規制や避難指示等の発令基準

について明記している。

「手引きにおける避難計画に記載すべき事項」
登山 居住



火山現象や噴火シナリオに基づく避難の基本的な方針を踏まえ、住民、登山者等が身を守るための場所として、

適切に指定緊急避難場所を指定することが重要である。

指定緊急避難場所（住民・登山者等が身を守る

ための場所）の明確化

事例No.■■ （新潟焼山（新潟県））

３．避難のための事前対策

（２）指定緊急避難場所の指定

事例のポイント

検討における着目点

着目点についての記載箇所の解説

火口周辺の登山者や居住地域の住民が身

を守るための施設を整理し、噴火現象ごと

に指定緊急避難場所として指定している。

指定緊急避難場所と防災協定を結び、関係機関と情報を

共有しながら防災対応をとることを明記している。

⇒避難施設・避難場所

15

第２章 事前対策
アトサヌプリ（アトサヌプリ火山防災協議会）のケース

「手引きにおける避難計画に記載すべき事項」

登山 居住



避難対象地域の人口を踏まえた避難所の指定

第２章 事前対策

３．避難のための事前対策

（３）指定避難所の指定

被害想定の影響範囲が噴火現象

によって異なり、避難対象地域が

広がる場合に備え、各現象別に

避難所を整理、指定している。

蔵王山（蔵王町）のケース

各避難対象地域（地区単位）

等での避難所設定の際、避

難経路の安全性も考慮して

いる。

浸水範囲からの避難が容易な経

路を避難経路に指定。浸水しない

施設を避難所として明示している。

避難対象地域内の人口を試算しておき、施設として収容

可能かどうかを確認及び地区別の割当てについても検

討しておくことが重要である。

事例のポイント

検討における着目点

着目点についての記載箇所の解説

⇒避難施設・避難場所

⇒避難路・避難経路

16

「手引きにおける避難計画に記載すべき事項」
登山 居住



【Ａ】避難の基本的な方針に基づく避難経路の明文化

【Ｂ】身を守りながら退避できる避難経路の推奨

第２章 事前対策

３．避難のための事前対策

（４）避難経路の設定

登山者等が、より安全に退避が可能なよう、優先順位や考え方を明示して経路を設定することが重要である。

雲仙岳（雲仙岳火山防災協議会）のケース

事例のポイント

検討における着目点

着目点についての記載箇所の解説

⇒避難路・避難経路 17

【Ｂ】避難路の特性や身を守り

ながら避難できる理由を明確

にし、避難経路として推奨して

いる。

【Ａ】避難の基本的な方

針に基づき、避難経路

を明文化し、複数の避

難経路について検討し

ている。

雲仙岳火山防災計画（平成30年2月：雲仙岳火山防災協議会）

「手引きにおける避難計画に記載すべき事項」
登山



【Ａ】避難対象地域からの避難ルート（路線名）を明文化

【Ｂ】複数の避難経路からの避難方向を明確化

第２章 事前対策

３．避難のための事前対策

（４）避難経路の設定

避難対象地域から避難所等までの避難経路を設定する際に、避難路が複数存在する場合は、概ねの避難方向

で示すことも有効である。

【Ａ-１】避難対象地域ごと

に、避難ルートとなる路線

名を明示している。

御嶽山（御嶽山火山防災協議会）のケース

事例のポイント

検討における着目点

⇒避難路・避難経路

18

御嶽山火山防災計画（平成28年3月：御嶽山火山防災協議会）

【Ｂ】避難対象地域によっては、避難経路が複数存

在するため、避難方向を矢印で明示している。

【Ａ-２】一時集合場所

に立寄り後、避難所

へ避難する方針とし

ている。

融雪型火山泥流の流下方向

御嶽山の噴石・火砕流・融雪型火山泥流の到達範囲予想図

着目点についての

記載箇所の解説

「手引きにおける避難計画に記載すべき事項」
居住



【Ａ】避難所等までの避難経路

【Ｂ】複数の避難経路の設定

第２章 事前対策

３．避難のための事前対策

（４）避難経路の設定

避難対象地域から避難場所・避難所等までの避難経路を明確にしておくことが重要である。その際、避難経路

は、火山現象や土砂災害の危険性等を考慮し、できれば複数定めておくことが望ましい。

【Ａ-１】図上に、警戒が必要な

範囲外の写真を付している

（避難目標地点及び経路の周

知、緊急時の避難誘導要員の

派遣等に有効）。

新潟焼山（新潟焼山火山防災協議会）のケース

事例のポイント

検討における着目点

着目点についての記載箇所の解説

⇒避難路・避難経路

【Ｂ】避難経路の工夫とし

て、無理に川を渡らない

ように、川の両側に複数

の経路（黒矢印）を示して

いる。

19

避難対象地域にて、避難経路

を混同しないよう、地域ごとに

矢印表現を工夫している。

避難対象地域にて、避難経路

を混同しないよう、地域ごとに

矢印表現を工夫している。

避難対象地域にて、避難経路

を混同しないよう、地域ごとに

矢印表現を工夫している。

【Ａ-２】避難対象地域にて、避

難経路を混同しないよう、地域

ごとに矢印表現を工夫してい

る。

「手引きにおける避難計画に記載すべき事項」

居住



複数の避難手段を活用した避難経路の設定

第２章 事前対策

３．避難のための事前対策

（４）避難経路の設定

避難対象地域から避難するために、移動・交通手段の途絶も考慮して、複数の避難経路を設定しておくことも

重要である。

恵山（恵山火山防災協議会）のケース

事例のポイント

検討における着目点

着目点についての記載箇所の解説

⇒避難路・避難経路

【Ｂ】避難ができなくなった

人たちの避難経路として、

船舶での輸送を活用した

避難経路を設定している。

20

避難ができなくなった人

たちの避難手段として、

船舶での輸送を活用した

避難経路を設定している。

陸路での避難以外を

想定した避難手段およ

び輸送の拠点を図示、

一覧にて整理している。

陸路以外での避難を

想定した避難手段及

び輸送の拠点を図示、

一覧にて整理している。

※小規模な噴火

や火山泥流を

想定

※火砕流

を想定

「手引きにおける避難計画に記載すべき事項」

居住



【Ａ】道路状況別の避難方向の設定

【Ｂ】避難に関する手順の明確化

第２章 事前対策

３．避難のための事前対策

（４）避難経路の設定

火山地域の特性を踏まえ、避難対象地域から避難所までの安全な避難経路を設定するとともに、通行不能時の代

替ルートも設定しておく。被災状況によって、活用可能な避難経路が変わり得ることも考慮することが重要である。

三宅島（三宅島火山防災協議会）のケース

事例のポイント

検討における着目点

着目点についての記載箇所の解説

⇒避難路・避難経路

21

【Ａ】一時集合場所から、道路

状況に合わせた避難方向の設

定をしている。

【Ｂ】避難対象地域ごとに、避難に

関する手順や孤立した場合の対

応について明記している。

【Ａ】一時集合場所から、道路

の通行可否に応じて避難方向

の設定をしている。

「手引きにおける避難計画に記載すべき事項」
居住



第２章 事前対策

火口から、より速やかに離れられる方向等、避難経路の考え方を示すことが重要である。

蔵王山（蔵王山火山防災協議会）、富士山（静岡県・山梨県）の取組例

参考事例のポイント

⇒避難路・避難経路

22

蔵王山「馬の背登山道」からの避難計画（蔵王山火山防災協議会）

富士山噴火時避難ルートマップ（静岡県・山梨県）

火口から離れる方向等、避難すべき方向性を示

している。

避難経路の表示についての参考事例

避難経路を詳細に記すのではなく、火口から離れる方

向等、避難すべき方向を示している。

３．避難のための事前対策

（４）避難経路の設定

「手引きにおける避難計画に記載すべき事項」
登山



住民、登山者等の避難における

輸送手段等の明確化（離島の場合）

３．避難のための事前対策

（５）避難手段の確保

避難対象地域内の避難者数から、住民、登山者等の避難における必要な輸送手段とその台数等を把握し、輸送

に必要な事業者等との協力体制を構築しておくことが重要である。

島外への避難手段のほか、船舶や港への

連絡先ならびに対応機関を明記している。

避難手段として確保すべき輸送手段

を整理し、現状対応可能な機関や車

両等の保有台数を明記している。

事例のポイント

検討における着目点

着目点についての記載箇所の解説

⇒避難のための措置

23

第２章 事前対策
三宅島（三宅島火山防災協議会）のケース

「手引きにおける避難計画に記載すべき事項」

登山 居住



救助を必要と判断した場合の、活動範囲や時間に関する情報

共有体制や、活動時の退避や撤退を周知するための連絡体制

等を定めておくことが重要である。

救助活動実施時における情報共有体制の明確化

第２章 事前対策

４．救助体制の構築

（１）救助に関する情報共有体制

検討における着目点

着目点についての記載箇所の解説

新潟焼山（新潟焼山火山防災協議会）のケース

事例のポイント

⇒救助

救助が必要となった場合の

連絡体制を明記している。

救助車両や救助の実施者が安全に活動できるように、活動拠点や連

絡先、位置図を整理している。

救助が必要と

判断した場合

の、要請先の

連絡先等を明

記している。

24

「手引きにおける避難計画に記載すべき事項」

居住



救助に必要な資機材のリストアップやその配備体制を事前に確

認しておくことが重要である。

医療体制として医療機関のリストアップや負傷者等の搬送体制

等を定めておくことが重要である。

【Ａ】救助に必要な資機材のリストアップ

【Ｂ】噴火災害における負傷者への医療体制の明確化

第２章 事前対策

４．救助体制の構築

（２）救助に関する資機材等 （３）医療体制

【Ａ】救助活動に必要な

資機材をリストアップし、

緊急時の調達先（保管

先）を明記している。

【Ｂ】医療体制として、医療機関をリストアップし、所在地や

連絡先、搬送体制について明記している。

事例のポイント

検討における着目点

着目点についての記載箇所の解説

阿蘇山（阿蘇火山防災会議協議会）、白山（石川県白山市・岐阜県白川村）のケース

阿蘇火山防災計画（平成27年7月：阿蘇火山防災会議協議会）

白山の火山活動が活発化した場合の避難計画（平成29年3月：石川県白山市、岐阜県白川村）

⇒救助
25

「手引きにおける避難計画に記載すべき事項」
登山 居住



【Ａ】円滑かつ迅速な避難を確保する

必要がある施設の指定

【Ｂ】避難確保計画の作成支援方針

５．避難促進施設

（１）避難促進施設の指定

（２）避難確保計画作成の支援

避難促進施設の役割、法的な位置付けを明確にするとともに、施設が影響範囲に含まれる噴火警戒レベルや所

在地、連絡先を施設ごとに明記し、一覧にまとめるなど、緊急時に混乱が生じないよう整理することが重要である。

【Ａ】火口周辺には登山者が集まる拠点や宿泊施設があり、施設の事業者や利用者に

よって防災対応を実施する必要性を整理の上、明記している。

事例のポイント

検討における着目点

着目点についての記載箇所の解説

【Ｂ】避難促進施設に指定された施設の避難確保計画の作成に

ついて、市村による作成支援（協議会や施設事業者等との協

議等）を実施していくこととしている。

26

第２章 事前対策
白山（石川県白山市・岐阜県白川村）のケース

「手引きにおける避難計画に記載すべき事項」
登山



事例のポイント

合同会議開催の考え方と開催場所の明確化

第２章 事前対策

６．合同会議等

検討における着目点

噴火警戒レベル４以上に相当する噴火警報が発表された場合、噴火等に関する各種情報の交換や、関係機関

が実施する応急対策について相互に協力するため、必要に応じて開催される合同会議等の開催場所（候補地）

をあらかじめ定めておくことが重要である。

着目点についての記載箇所の解説

富士山（富士山火山防災対策協議会）のケース

噴火警戒レベル４以上の噴火警報が発表された

場合の合同会議開催の考え方と、合同会議の

役割について位置付けている。

合同会議開催場所について、富士山の目視・

通信システム設備・会議室の広さを考慮して

選定している。
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噴火警戒レベルに応じた関係機関の体制の明確化

第３章 噴火時等の対応（緊急フェーズ）

１.噴火警戒レベルが事前に引き上げられた場合の避難対応

（１）異常現象の通報または臨時の解説情報が発表された場合

①協議会の構成機関の体制

平常時の体制から防災体制に移行し、情報収集・伝達体制を強化するとともに、火口周辺規制等の必要な防災対応

をとることが重要である。

噴火警戒レベルに応じて必要な対応は異なるが、それぞれの関係機関で足並みをそ

ろえた対応を図れるよう、各関係機関がとるべき体制を明記している。

三宅島（三宅島火山防災協議会）のケース

事例のポイント

検討における着目点

着目点についての記載箇所の解説
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